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事務事業名 心身障害者扶助料支給事業

会計区分 事業類型 一般一般会計

0

事業番号 95

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

健康福祉部

事事事事

　　　　

　　　　

業業業業

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

概概概概

　　　　

　　　　

要要要要

担当部

直接実施・

運営

100 委託

平成１２年度以前 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分

障がい者に自立を支援する

2

福祉課

障がい福祉係

102

平成３０年度以降

障がい者（児）福祉

担当課

1

保健福祉

在宅の障がいのある人のうち、公的年金を受給していない人に対し、扶助料を支給し、経済

的な負担を軽減する。

下記の方に対して扶助料を支給した。（年２回）

・身体障害者手帳所持者　1～4級　6,000円　5.6級　2,000円

・療育手帳所持者　Ａ・Ｂ判定　6,000円　Ｃ判定　2,000円

・国の手当受給者　4,000円

・精神障害者保健福祉手帳所持者　1.2級　6,000円　3級　2,000円

助成 0

3

担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

小牧市心身障害者扶助料支給条例

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

1,063

0.00

0

83,063

78,953

106.3

78,953

0.00

0

83,063

0

0

1,063

0.00

0

1,063

0.00

68,481

74,245

0

費用合計

67,418 73,182

0

74,245

108.4

受益者負担

費

用

直接経費

正職員

国・県支出金

対前年比

その他財源

68,481

0

一般財源

Ｈ21決算額

・精神障害者保健福祉手帳所持者　1.2級　6,000円　3級　2,000円

上記はいずれも所得制限あり。

【直接経費の内訳】

　扶助費（77,890千円）

無

人件費

従事者数

人件費

0.20

（手段）

従事者数

Ｈ23決算額

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

財

源

その他職員

77,890

Ｈ22決算額

0.200.20

105.2

Ｈ24予算額

82,000

0.20

0

00

0

1,063



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績
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成成成成
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年年年年

経済的な負担を軽減し、生活の安定を図っていることから、引き続き支援を行うことと

事業番号

1,473

―

H21

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

1,305

H23

―

1,473

受給申請者数

―

成果指標名

支給決定者数

事業の

達成状況

活動指標名 H22

―― ―

H24H23

95

人

1,305 1,374

H21

―

1,374

人

1,473人の方に扶助料を支給し、経済的な負担軽減を図った。

―

H24

対象者の範囲の拡充に配慮しつつ、引き続き経済的な負担軽減を図り、障がい者の

自立支援を行う。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

経済的な負担を軽減し、生活の安定を図っていることから、引き続き支援を行うことと

し、加えて難病の指定を受けている方など、制度の対象外になるが、支援の必要な方

もいると考えられるため対象者の拡充について検討する必要がある。

経済的な負担を軽減し、生活の安定を図っていることから、引き続き支援を行うことと

し、現状維持と判断した。

方向性の判定 現状維持

改善案等

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由

一次評価のとおり。現状維持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

判定理由

他に類似する手段がないことから、経済的な負担を軽減し、生活の安定を図るための

支援ができなくなる。


